
付１  「人口推計」における人口の算出方法 
 
Ⅰ  概要 

１ 人口推計の範囲 
人口推計の範囲は，我が国に常住している *全人口（外国人を含む。）である。ただし，

外国人のうち，外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員及び家族を含む。）及び

外国軍隊の軍人・軍属（家族を含む。）は除いている。 
* ３か月以上にわたって住んでいる又は住むことになっている者をいう。 

２ 推計の方法 
(1)  推計の基本式 

人口推計では，下に示すとおり，前年10月１日現在の人口を基準人口（推計の基礎

となる人口）とし，その後１年間（前年10月１日～当年９月30日）の自然動態・社会

動態による異動人口を求め，これを加減することにより，当年10月１日現在の人口を

算出している。 

【推計の基本式】 

当年10月１日現在の人口 

＝基準人口（前年10月１日現在）＋１年間の異動人口（自然動態・社会動態） 

   人口＝基準人口（前年10月１日現在） 

  ＋１年間の自然動態 

  ＋１年間の社会動態注） 

  ＋１年間の国籍異動（日本人についてのみ） 

     自然動態＝出生児数－死亡者数 
 社会動態＝入国者数－出国者数 

 都道府県別人口を算出する場合は，更に次の式を加える。 
 ＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数 

 国籍異動＝日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数 

(2)  推計の方法 
① 国勢調査の翌年の人口 
ア 国勢調査の確定人口を基準人口として用いている（ただし，国勢調査人口に含

まれる年齢不詳，国籍不詳人口をあん分し補正した人口を，人口推計用の基準人

口とする。）。 
 

注）社会動態の算出方法の改定について 
平成17年10月分の社会動態から，海外滞在期間90日以内の出入（帰）国者を除いた

算出方法に変更した（外国人は，従来から国内滞在期間90日以内の者を除いている。）。 

※ 平成24年７月の「出入国管理及び難民認定法」の改正後から，日本人は海外滞在期

間が３か月以内の出入（帰）国者を除き，外国人は国内滞在期間が３か月以内の者を

除いている。 



イ  国勢調査の確定人口を前年10月１日現在の人口（基準人口）として，その後１

年間の自然動態・社会動態による異動人口を他の人口関連資料から求め，これを

加減することにより当年10月１日現在における人口を算出している。 
 

② 国勢調査の翌年以外の年の人口 
ア  前年10月１日現在の人口を基準人口として用いている。 

イ  前述①と同様，前年の人口に，その後の異動人口を加減することにより，当年

10月１日現在における人口を算出している。 
 
(例）平成24年10月１日現在人口の算出方法 

・ 平成24年10月１日現在人口 

＝平成23年10月１日現在人口＋１年間（平成23年10月～24年９月）の自然動態 

＋１年間（平成23年10月～24年９月）の社会動態 

＋１年間（平成23年10月～24年９月）の国籍異動 

 
３ 推計のための基礎資料 

・ 出生児数及び死亡者数  ················ 「人口動態統計（概数）」（厚生労働省） 

・ 出入国者数  ·························· 「出入国管理統計」（法務省） 

・ 日本国籍取得者数及び日本国籍喪失者数 ·· 法務省資料及び官報 

・ 都道府県間転出入者数 

あ ··········· 「住民基本台帳人口移動報告 月報」（総務省統計局） 

・ その他  ············ 「国勢調査」（総務省統計局） 

「登録外国人統計」（法務省） 

都道府県における人口関係資料 



Ⅱ  推計方法 

１ 全国 年齢（各歳），男女別人口 

(1)  推計方法 

国勢調査の翌年は，国勢調査による全国の年齢各歳，男女別人口を基準人口として，

それ以外の年は前年10月１日現在の人口を基準人口として，年齢各歳，男女別に，そ

の後の１年間の出生児数（０歳のみ），死亡者数，入国者数，出国者数，日本人につい

ては，更に日本国籍取得者数及び日本国籍喪失者数を加減して算出した。 

（例１）「平成24年10月１日現在20歳人口（総人口 男）」の算出 

（人口＝基準人口－死亡者数＋入国者数－出国者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）「平成24年10月１日現在20歳人口（日本人人口 男）」の算出 

（人口＝基準人口－死亡者数＋入国者数－出国者数＋日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「Ⅱ 推計方法」において，「期間中」とは，平成23年10月１日～24年９月30日をいう。 

 

人口 

24年10月1日現在 

20歳人口 

（総人口 男） 

基準人口 

23年10月1日現在 

19歳人口 

（総人口 男） 

死亡者数 

期間中の死亡者のうち 

23年10月1日現在19歳の者 

（日本人 男）＋（外国人 男） 

＝ － 

入国者数 

期間中の入国者のうち 

23年10月1日現在19歳の者 

（日本人 男）＋（外国人 男） 

出国者数 

期間中の出国者のうち 

23年10月1日現在19歳の者 

（日本人 男）＋（外国人 男） 

＋ － 

人口 

24年10月1日現在 

20歳人口 

（日本人人口 男） 

基準人口 

23年10月1日現在 

19歳人口 

（日本人人口 男） 

死亡者数 

期間中の死亡者のうち 

23年10月1日現在19歳の者 

（日本人 男） 

＝ － 

入国者数 

期間中の入国者のうち 

23年 10月 1日現在 19歳の者 

（日本人 男） 

出国者数 

期間中の出国者のうち 

23年 10月 1日現在 19歳の者 

（日本人 男） 

＋ － 

日本国籍取得者数 

期間中に日本国籍を 

取得した者のうち 

23年 10月 1日現在 19歳の者 

（男） 

日本国籍喪失者数 

期間中に日本国籍を 

喪失した者のうち 

23年 10月 1日現在 19歳の者 

（男） 

＋ － 



＝ × 

北海道・男 

15歳 

国籍不詳人口 北海道・男 

15歳 

国籍不詳人口を除く 

総人口 

＝ × 
北海道・男 

国籍・年齢とも 

不詳人口 

北海道・男 

日本人人口 

 

(2) 推計のための各要素 

①  基準人口 

ア  国勢調査の翌年（平成22年国勢調査による基準人口） 

平成22年国勢調査の確定人口では，年齢各歳，男女別の人口が表章されている

が，総人口には国籍（日本人・外国人の別。以下同じ。）及び年齢不詳の人口が

含まれている。このため，推計の前段階として，家族類型（単独世帯・単独世帯

以外。以下同じ。）別に国籍及び年齢不詳の人口を平成22年国勢調査結果の構成

比により比例配分し，平成22年国勢調査の年齢各歳，男女別人口に加算して得た

年齢，国籍，男女別人口の家族類型別の計を基準人口とした。 

○あん分に用いる平成22年国勢調査の不詳の種類 

不詳の種類 年齢 国籍  

年齢別国籍不詳人口 ○ ×  ･･･ (ア) 

国籍・年齢とも不詳人口 × ×  ･･･ (イ) 

国籍別年齢不詳人口 × ○  ･･･ (ウ) 

 

「年齢別国籍不詳人口」，「国籍・年齢とも不詳人口」及び「国籍別年齢不詳人

口」のあん分の方法は以下のとおりであるが，算出の手順は都道府県，家族類型，

男女別にあん分を行った。 

(ア)「年齢別国籍不詳人口」の日本人あん分人口，外国人あん分人口の算出 

各歳別に，「年齢別国籍不詳人口」に，「国籍不詳人口を除く総人口」に対

する「日本人人口」の比率を乗じて，日本人あん分人口を算出した。外国人

あん分人口も同様の方法による。 

（例）「北海道・男  15歳日本人あん分人口」の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 
 

(イ)「国籍・年齢とも不詳人口」の日本人あん分人口，外国人あん分人口の算出 

「国籍・年齢とも不詳人口」に，「国籍不詳人口を除く総人口」に対する「日

本人人口」の比率を乗じて，日本人あん分人口を算出した。外国人あん分人

口も同様の方法による。 

（例）「北海道・男  日本人あん分人口」の算出方法 

 

 

 

 

北海道・男 

15歳 

日本人あん分人口 

北海道・男 

15歳 

日本人人口 

北海道・男 

日本人あん分人口 北海道・男 

国籍不詳人口を除く 

総人口 



＝ × 
北海道・男 

年齢不詳 

日本人人口 
北海道・男 

「年齢不詳人口」を除く 

日本人人口 

 

(ウ)「国籍別年齢不詳人口」の年齢別あん分人口の算出 

上記(イ)によって得られたあん分人口を含めた「国籍別年齢不詳人口」に，

「年齢不詳人口を除く日本人人口」に対する各歳の「日本人人口」の比率を

乗じて，各歳別の日本人あん分人口を算出した。外国人あん分人口も同様の

方法による。 

（例）「北海道・男  15歳日本人あん分人口」の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 
 

(エ)あん分済人口の各区分別人口への合算 

上記(ア)～(ウ)によって得られたあん分人口を加算した家族類型別の計の

都道府県，男女，年齢別の日本人人口及び外国人人口を基に，男女の合計，年

齢別の合計，日本人と外国人の合計，更に47都道府県の合計へと，順次各区分

の合算を行い，これを基準人口とした。 

 

イ  国勢調査の翌年以外の年 

前年10月１日現在の全国年齢各歳，男女別人口を基準人口とした。 

②  出生児数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の出生

児数を用いた。 

③  死亡者数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の死亡

者数を，死亡者の出生年月により，前年 10月１日現在の年齢別に集計して用いた。 
なお，年齢不詳の死亡者数は，死亡者の年齢別割合によって各年齢に配分して含

めた。 

④  出入国者数 

・ 日本人，外国人とも「出入国管理統計」（法務省）による期間中の入国者数，出

国者数を用いた。ただし，日本人については，海外滞在期間３か月以内出入（帰）

国者（出国から入国までの期間が３か月以内の者）を除き，外国人については，

国内滞在期間３か月以内の者を除いている。 

なお，年齢不詳（外国人のみ）の出入国者数は，出入国者の年齢別割合によっ

て各年齢に配分して含めることとしている。 

・ 出入国者数は出生年月別に集計されていないため，年齢別結果を用い，便宜発

生時点の年齢が全て推計時点の年齢に等しいと仮定して推計した。 

北海道・男 

15歳 

日本人あん分人口 

北海道・男 

15歳 

日本人人口 



 

⑤  日本国籍取得者数，日本国籍喪失者数 

法務省の資料及び官報告示（「日本国に帰化を許可する件」）に基づく期間中の「日

本国籍を取得した者」と「日本国籍を喪失した者」について，総務省統計局におい

て前年10月１日現在の年齢による年齢各歳，男女別に算出した。 



２ 都道府県 男女別人口 

(1)  推計方法 

国勢調査の翌年は，国勢調査による都道府県，男女別人口を基準人口として，それ

以外の年は前年10月１日現在の人口を基準人口として，その後の１年間の出生児数，

死亡者数，入国者数，出国者数，日本人については，更に都道府県間転入者数，都道

府県間転出者数，日本国籍取得者数及び日本国籍喪失者数を加減して算出した。 

（例１）「平成24年10月１日現在  北海道（総人口 男）」の算出 

（人口＝基準人口＋出生児数－死亡者数＋入国者数－出国者数 

＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）「平成24年10月１日現在  北海道（日本人人口  男）」の算出 

（人口＝基準人口＋出生児数－死亡者数＋入国者数－出国者数 

     ＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数＋日本国籍取得者数－日本国籍喪失者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊外国人の入国者数及
び出国者数は，それぞ
れ都道府県間転入者数
と都道府県間転出者数
を含む。 

人口 

24年10月1日現在 

北海道 

（総人口 男） 

基準人口 

23年10月1日現在 

北海道 

（総人口 男） 

＝ ＋ － 

出生児数 

期間中の出生児数 

北海道 

（日本人 男） 

＋（外国人 男） 

死亡者数 

期間中の死亡者数 

北海道 

（日本人 男） 

＋（外国人 男） 

入国者数 

期間中の入国者数 

北海道 

（日本人 男） 

＋（外国人 男） 
 

＋ － 

出国者数 

期間中の出国者数 

北海道 

（日本人 男） 

＋（外国人 男） 
 

都道府県間転入者数 

期間中の転入者数 

北海道（日本人 男） 

＋ － 
都道府県間転出者数 

期間中の転出者数 

北海道（日本人 男） 

人口 

24年10月1日現在 

北海道 

（日本人人口 男） 

基準人口 

23年10月1日現在 

北海道 

（日本人人口 男） 

＝ ＋ － 

出生児数 

期間中の出生児数 

北海道 

（日本人 男） 

死亡者数 

期間中の死亡者数 

北海道 

（日本人 男） 

入国者数 

期間中の入国者数 

北海道（日本人 男） 
＋ － 

出国者数 

期間中の出国者数 

北海道（日本人 男） 

都道府県間転入者数 

期間中の転入者数 

北海道（日本人 男） 

＋ － 
都道府県間転出者数 

期間中の転出者数 

北海道（日本人 男） 

日本国籍取得者数 

期間中に日本国籍を取得した者 

北海道（男） 

＋ － 
日本国籍喪失者数 

期間中に日本国籍を喪失した者 

北海道（男） 



 

(2) 推計のための各要素 

①  基準人口 

国勢調査の翌年は，前述（p.78）｢１(2)①ア国勢調査の翌年（平成22年国勢調査

による基準人口）｣で算出された，都道府県，男女別人口，それ以外の年は前年10

月１日現在の「都道府県 男女別人口」を基準人口とした。 

②  出生児数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の出生

児数を用いた。 

③  死亡者数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の死亡

者数を用いた。 
なお，都道府県不詳の死亡者数は，死亡者の都道府県別割合によって各都道府県

に配分して含めた。 

④  出入国者数 

日本人，外国人とも「出入国管理統計」（法務省）による期間中の入国者数，出

国者数を用いた。ただし，日本人については，海外滞在期間３か月以内出入（帰）

国者（出国から入国までの期間が３か月以内の者）を除き，外国人については，国

内滞在期間３か月以内の者を除いている。 

なお，「住所地が外国」の日本人については，出入国者数の都道府県別割合で配

分して，各都道府県の出入国者数に加算した。都道府県別の配分数には，後述（p.85）

｢３(2)⑤出入国者数｣の「住所地が外国」の日本人について，年齢５歳階級ごとに出

入国者数の都道府県別割合で配分したものの計を用いた。 

また，外国人については，男女別全国計のみが集計されているため，「登録外国

人統計」（法務省）の平成22年12月末から23年12月末までの外国人増減数と入国超過

数（23年10月～24年９月）との差をとり，これを「登録外国人統計」の都道府県別

外国人増減数の絶対値により比例配分して，都道府県別外国人増減数に加えること

で，外国人転入超過数（入国超過数と都道府県間転入超過数を加えたもの）を算出

した。 

⑤  都道府県間転出入者数 

「住民基本台帳人口移動報告 月報」（総務省統計局）による期間中の男女別都道

府県間転出入者数（日本人のみ）を用いた。 

⑥  日本国籍取得者数，日本国籍喪失者数 

法務省の資料及び官報告示（「日本国に帰化を許可する件」）に基づく期間中の「日

本国籍を取得した者」と「日本国籍を喪失した者」について，総務省統計局におい

て都道府県，男女別に算出した。 



＋ 

３ 都道府県 年齢（５歳階級），男女別人口 

(1)  推計方法 

国勢調査の翌年は，国勢調査による都道府県，年齢５歳階級，男女別人口を基準人

口として，それ以外の年は前年10月１日現在の人口を基準人口として，その後の１年

間の出生児数（０～４歳階級のみ），死亡者数，年齢階級移動による増減,出入国者数

（日本人のみ）及び都道府県間転出入者数（日本人のみ）を加減して算出した人口を

繰り返し比例補正計算で補正した。 

 

①  比例補正前人口の算出 

（例）「平成24年10月１日現在15～19歳 北海道（総人口 男）」 

（人口＝基準人口－死亡者数＋年齢階級を移動する人口＋入国者数－出国者数 

＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口 

24年10月1日現在 

15～19歳 

比例補正前 

北海道 

（総人口 男） 

＝ 

基準人口 

23年10月1日現在 

15～19歳 

北海道 

（総人口 男） 

－ 

死亡者数 

期間中の死亡者数 

15～19歳 

北海道 

（総人口 男） 

23年10月1日現在 

14歳人口 

北海道 

（総人口 男） 

－ 
23年10月1日現在 

19歳人口 

北海道 

（総人口 男） 

年齢階級を移動する人口 

都道府県間転入者数 

期間中の転入者数 

15～19歳 

北海道 

（日本人 男） 

＋ － 

都道府県間転出者数 

期間中の転出者数 

15～19歳 

北海道 

（日本人 男） 

入国者数 

期間中の入国者数 

15～19歳 

北海道 

（日本人 男） 

＋ － 

出国者数 

期間中の出国者数 

15～19歳 

北海道 

（日本人 男） 



 

②  繰り返し比例補正計算 

都道府県,年齢（５歳階級）別人口の算出に利用できる各データには制約があり，

一部の都道府県についてはあん分処理をしているため（(2)④⑤⑥参照），都道府県

別に算出した年齢（５歳階級）別人口の47都道府県分を合計しても，「全国 年齢（５

歳階級）別人口」と一致しない。 

そのため，都道府県別に年齢（５歳階級）別人口を算出した後に，「都道府県別

人口」と「全国 年齢（５歳階級）別人口」を基準値，「都道府県 年齢（５歳階級）

別人口」を初期値として繰り返し比例補正計算を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  推計のための各要素 

①  基準人口 

国勢調査の翌年は，前述（p.78）「１(2)①ア国勢調査の翌年（平成22年国勢調査

による基準人口）」で算出された，都道府県，年齢各歳，男女別人口を年齢５歳階級

に足し上げた人口，それ以外の年は前年10月１日現在の「都道府県 年齢（５歳階級），

男女別人口」を基準人口とした。 

②  出生児数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の出生

児数を用いた。 

～ 第ｊ年齢階級 ～

全 国 a
0 0

a
0 1

a
0 2

… a
0 j

… a
0 17

a
0 18

北海道 a
1 0

a'
1 1

a'
1 2

… a'
1 j

… a'
1 17

a'
1 18

青森県 a
2 0

a'
2 1

a'
2 2

… a'
2 j

… a'
2 17

a'
2 18

…

i 県 a
i 0

a'
i 1

a'
i 2

… a'
i j

… a'
i 17

a'
i 18

…

沖縄県 a
47 0

a'
47 1

a'
47 2

… a'
47 j

… a'
47 17

a'
47 18

a i 0 ： 都道府県別人口

a 0 j ： 全国 年齢（５歳階級）別人口

a i j ： i 県の第ｊ年齢階級の補正前人口

a i j ： i 県の第ｊ年齢階級の補正後人口

男女別に，「ai0」及び「a0j」を基準値，「aij」を初期値として，

  (j=1,2,…,18)  (i=1,2,…,47)

を繰り返して，「a'ij」を求めた（繰り返し比例補正。計算の繰り返し

回数は最大11回とした。)。

… … …

85歳以上80-84歳

… … …

総 数 0-4歳 5-9歳

…

…

…

……

…

'

∑
×=

i
ij

j
ijij a

a
aa

'
'' 0

∑
×=

j
ij

i
ijij a

a
aa

'
'' 0



 

③  死亡者数 

日本人，外国人とも「人口動態統計（概数）」（厚生労働省）による期間中の死亡

者数を，死亡者の出生年月により，前年10月１日現在の年齢別に集計して用いた。 

④  年齢階級を移動する人口 

前年10月１日現在に，４歳，９歳のように年齢５歳階級の上限の年齢の人口（以

下「５ｘ－１歳人口」という。）は，推計時点には上の年齢５歳階級に入る。この年

齢階級を移動する人口は以下のとおり算出している。 

ア  国勢調査の翌年 

前述（p.78）「１(2)①ア国勢調査の翌年（平成22年国勢調査による基準人口）」

で算出された，都道府県，年齢各歳，男女別人口から，「５ｘ－１歳人口」を用

いた。 

イ  国勢調査の翌年以外の年  

(ア)独自に年齢各歳別人口を算出している都道府県 

各都道府県推計による前年10月１日現在の「５ｘ－１歳人口」を用いた。 

(イ)独自に年齢各歳別人口を算出していない都道府県 

基準人口に，前回の国勢調査から算出した年齢５歳階級別人口に占める「５ｘ

－１歳人口」の割合を乗じて算出した。 

（例）平成24年10月１日現在で「30～34歳」階級から「35～39歳」階級に移動す

る「平成23年10月１日現在34歳人口  北海道・男」の算出 

 

 

 

 

 

 

 

⑤  出入国者数 

・  「出入国管理統計」（法務省）による期間中の入国者数，出国者数（日本人のみ）

を用いた。ただし，海外滞在期間３か月以内出入（帰）国者（出国から入国まで

の期間が３か月以内の者）を除いている。 

  なお，「住所地が外国」の日本人については，年齢５歳階級ごとに出入国者数

の都道府県別割合で配分して，各都道府県の出入国者数に加算した。 

・ 出入国者数は出生年月別に集計されていないため，年齢別結果を用い，便宜発

生時点の年齢が全て推計時点の年齢に等しいと仮定して推計した。 

⑥  都道府県間転出入者数 

「住民基本台帳人口移動報告 月報」（総務省統計局）による期間中の男女別都道

府県間転出入者数（日本人のみ）の年齢別転入超過数を用いた。 

年齢階級を移動する人口 

23年10月1日現在 

34歳人口 

北海道・男 

＝ 
23年10月1日現在 

30～34歳人口 

北海道・男 

× 

平成22年国勢調査 33歳人口 

（前年10月1日現在34歳人口） 

北海道・男 

平成22年国勢調査 29～33歳人口 

（前年10月1日現在34歳が 

「５x－１歳人口」となる年齢５歳階級人口） 

北海道・男 


